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一

御
所
脱
出

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
正
月
三
〇
日

暁
、
建
仁
寺
前
椽
辻
子
よ
り
失
火
。
洛
中
、
大
火
と
為
る
。
仍
っ
て
鳳
輦
に
御
し

て
南
門
を
出
で
さ
せ
ら
れ
、
難
を
賀
茂
御
祖
社
に
避
け
給
ひ
、
更
に
聖
護
院
宮
に

行
幸
あ
ら
せ
ら
る
。
暫
く
此
所
を
仮
皇
居
と
為
す
。
内
侍
所
も
亦
渡
御
あ
ら
せ
ら

る
。
丑
刻
（
午
前
二
時
頃
）
許
、
内
裏
・
仙
洞
等
炎
上
す
。（『
光
格
天
皇
実
録
』）

『
金
谷
上
人
行
状
記
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫

三
八
頁
）
に
は
、
火
元
は
「
洛
東
建
仁

寺
町
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
こ
れ
は
前
代
未
聞
の
大
火
で
、
禁
裏
、
院
、
中
宮
、
門
跡

を
初
め
と
し
、
洛
中
洛
外
残
る
と
こ
ろ
も
な
く
焼
け
た
」（
同
三
九
頁
）
と
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
大
火
に
よ
り
、
光
格
天
皇
は
下
賀
茂
神
社
に
脱
出
、
避
難
し
た
。
そ
の
後
、

聖
護
院
に
向
い
、
こ
こ
を
仮
御
所
と
す
る
。
次
の
日
の
丑
刻
（
午
前
2
時
頃
）
に
は
内

裏
、
仙
洞
御
所
に
も
火
の
手
が
延
び
炎
上
し
た
。

江
戸
時
代
の
天
皇
は
公
式
的
に
は
一
歩
も
御
所
の
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
籠

の
鳥
」
状
態
で
あ
っ
た
。
言
葉
悪
く
言
え
ば
「
飼
い
殺
し
」
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
火
災

に
見
舞
わ
れ
て
の
非
常
事
態
と
は
い
え
、
光
格
天
皇
が
御
所
か
ら
出
て
、
外
の
空
気
に

触
れ
た
こ
と
は
、
我
々
庶
民
か
ら
は
想
像
の
で
き
な
い
画
期
的
な
事
件
で
あ
っ
た
と
い

隠
岐
国
駅
鈴
と
光
格
天
皇

―
歴
史
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
モ
ノ
―

伊
藤

純

	

要
旨

光
格
天
皇
は
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
隠
岐
国
駅
鈴
を
実
見
し
た
。
駅
鈴
は
古
代
律
令
制
下
で
、
天
皇
が
日
本
各
地
を
支
配
す
る
た
め
の
モ
ノ
で

あ
っ
た
。
駅
鈴
の
存
在
を
知
っ
た
光
格
天
皇
は
、
日
本
国
の
歴
史
が
古
代
か
ら
連
綿
と
続
い
て
い
る
の
を
認
識
し
た
。

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
御
所
が
焼
失
し
た
。
三
年
後
、
御
所
は
古
代
王
朝
風
の
姿
に
再
建
さ
れ
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
一
一
月
二
二
日
に
新
御
所

へ
の
遷
幸
が
行
わ
れ
た
。
朝
廷
の
存
在
と
権
威
を
市
中
に
知
ら
し
め
る
た
め
、
遷
幸
行
列
は
古
代
王
朝
風
の
姿
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
行
列
に
隠
岐
国
駅
鈴
が
加

わ
っ
た
。

今
日
、
光
格
天
皇
は
復
古
的
と
評
さ
れ
、
討
幕
、
明
治
維
新
へ
と
い
う
流
れ
の
出
発
点
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
光
格
天
皇
が
幕
末
史
で
画
期
と
な
っ
た
の
は
、

歴
史
の
必
然
、
時
代
の
要
請
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

光
格
天
皇
の
世
界
観
、
歴
史
観
、
国
家
観
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
古
代
と
光
格
天
皇
の
時
代
を
結
び
つ
け
た
隠
岐
国
の
駅
鈴
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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え
よ
う
。

朝
廷
の
心
臓
部
と
も
言
う
べ
き
御
所
が
、
市
中
の
大
火
に
巻
き
込
ま
れ
て
焼
失
し
て

し
ま
っ
た
。
急
ぎ
御
所
を
修
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
つ
て
の
古
代
王
朝
時
代
の

よ
う
な
姿
の
御
所
に
修
築
せ
よ
と
す
る
の
が
朝
廷
の
立
場
で
あ
る
。
御
所
の
修
築
に
あ

た
っ
て
、
幕
府
側
の
代
表
は
松
平
定
信
。
朝
廷
は
前
権
大
納
言
中
山
愛な
る
ち
か親
、
同
広
橋
伊こ
れ

光み
つ

、
権
中
納
言
観か
じ
ゅ
う
じ
つ
ね
は
や

修
寺
経
逸
を
造
内
裏
御
用
懸
に
命
じ
事
に
あ
た
ら
せ
た
。

二

市
中
を
進
む
遷
幸
行
列

朝
廷
と
幕
府
、
紆
余
曲
折
の
交
渉
を
重
ね
、
三
年
の
後
、
新
し
い
御
所
が
完
成
し
た
。

仮
御
所
と
し
て
い
た
聖
護
院
か
ら
新
御
所
へ
の
遷
幸
が
行
わ
れ
た
の
は
寛
政
二
年

（
一
七
九
〇
）
一
一
月
二
二
日
の
こ
と
。

こ
の
遷
幸
行
列
を
描
い
た
屏
風
絵
が
あ
る
。
お
雇
い
教
師
と
し
て
明
治
一
一
年

（
一
八
七
八
）
に
来
日
し
た
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
（
一
八
五
三
～
一
九
〇
八
）

が
日
本
で
収
集
し
、
ア
メ
リ
カ
の
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
「
行
幸
図
」
で
あ

る
。
ま
さ
に
こ
の
時
の
、
寛
政
二
年
の
新
御
所
へ
の
遷
幸
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ

る
（
奈
良
県
立
美
術
館
編
『
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
秘
蔵
フ
ェ
ノ
ロ
サ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
屏

風
絵
名
品
展
』
一
九
九
一
年
）。
三
條
大
橋
と
思
し
き
橋
上
に
は
、
光
格
天
皇
が
乗
る

鳳
輦
が
歩
み
を
進
め
て
い
る
。
図
録
の
写
真
で
数
え
て
み
る
と
、
鳳
輦
の
下
に
肩
を
入

れ
て
い
る
者
、
四
六
名
な
い
し
四
七
名
。
静
々
と
新
御
所
へ
向
か
う
様
子
が
見
て
取
れ

る
。
こ
の
屏
風
絵
か
ら
は
、
寛
政
二
年
の
新
御
所
へ
の
遷
幸
行
列
の
様
子
は
、
ど
う
見

て
も
丁
髷
と
二
本
差
し
が
跋ば

っ
こ扈
す
る
江
戸
時
代
の
風
景
で
は
な
い
。
古
代
の
朝
廷
儀
式
、

斯
く
有
り
な
ん
と
思
え
て
く
る
光
景
で
あ
る
。

寛
政
二
年
一
一
月
二
二
日
の
遷
幸
を
『
光
格
天
皇
実
録
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

聖
護
院
仮
皇
居
ヨ
リ
新
造
内
裏
ニ
徙
ラ
セ
給
フ
、
内
侍
所
モ
同
ジ
ク
渡
御
ア
ラ
セ

ラ
ル
、
是
夜
、
内
侍
所
ニ
親
謁
シ
給
フ
、

あ
ま
り
に
簡
潔
な
書
き
よ
う
で
あ
る
が
、『
光
格
天
皇
実
録
』
が
典
拠
と
し
て
い
る
史

料
か
ら
は
、
も
う
少
し
具
体
的
な
遷
幸
の
様
子
が
読
み
取
れ
る
。

「
御
湯
殿
日
記
」
に
よ
る
と
、
新
御
所
へ
の
遷
幸
の
行
列
は
、
卯
半
刻
（
午
前
六
時
頃
）

前
に
聖
護
院
の
「
清
凉
殿
代
に
て
御
ふ
く
」、
辰
刻
（
午
前
八
時
頃
）
前
に
仮
御
所
を
「
出

御
」
し
、
未
半
刻
（
午
後
二
時
頃
）「
清
凉
殿
へ
入
御
、
御
機
嫌
よ
く
め
で
度
御
賑
〳
〵

也
」
と
あ
る
。
午
前
八
時
頃
に
出
発
し
た
行
列
は
、
五
・
六
時
間
か
け
て
新
御
所
に
到

着
し
た
の
で
あ
る
。

「
柳
原
均
光
日
次
記
」
に
は
当
日
の
天
気
に
つ
い
て
「
陰
晴
不
定
、
時
々
雨
下
」
と

あ
り
、
晴
れ
た
り
曇
っ
た
り
で
、
時
々
雨
も
降
っ
た
と
い
う
。
天
皇
の
大
行
列
が
市
中

を
通
過
す
る
に
は
や
や
気
の
毒
な
天
候
だ
っ
た
。

ま
た
、「
柳
原
均
光
日
次
記
」
に
は
一
行
の
仮
御
所
で
あ
っ
た
聖
護
院
か
ら
新
御
所

へ
の
道
順
も
記
さ
れ
て
い
る
。
光
格
天
皇
の
一
行
は
、
聖
護
院
の
右
衛
門
の
陣
よ
り
出

発
し
、
春
日
小
路
を
御
所
と
は
反
対
方
向
の
東
へ
進
み
、
鳥
居
大
路
に
出
る
と
南
（
右
）

に
折
れ
、
三
條
大
路
に
行
き
つ
く
と
西
（
右
）
へ
と
向
き
を
か
え
、
三
條
大
橋
を
渡
り
、

万
里
小
路
（
現
・
柳
馬
場
通
）
ま
で
く
る
と
、
こ
こ
で
北
（
右
）
に
折
れ
、
美
福
門
代

（
現
・
堺
町
御
門
か
）
を
経
て
、
建
礼
門
、
承
明
門
か
ら
新
御
所
に
入
っ
た
と
あ
る
。

聖
護
院
の
南
側
を
東
西
に
走
る
丸
太
町
通
を
西
に
進
め
ば
、
御
所
の
南
門
・
堺
町
御
門

ま
で
は
二
㎞
弱
で
あ
る
。
聖
護
院
か
ら
新
御
所
へ
の
行
列
は
最
短
の
道
筋
を
と
ら
ず
、

一
旦
は
御
所
と
は
反
対
方
向
の
東
へ
向
い
、
右
折
れ
、
右
折
れ
を
繰
り
返
し
て
市
中
を

グ
ル
リ
。
現
在
の
道
で
た
ど
っ
て
み
る
と
、
行
列
の
行
程
は
六
㎞
程
と
な
る
。
最
短
距
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離
の
移
動
に
比
べ
三
倍
以
上
の
大
廻
り
の
道
順
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
道
順
を
と
っ
た

の
は
、「
行
幸
図
」
に
描
か
れ
た
よ
う
な
、
豪
華
で
長
蛇
に
つ
く
っ
た
行
列
を
見
せ
び

ら
か
し
、「
強
大
な
」
朝
廷
の
存
在
を
市
中
に
知
ら
し
め
る
た
め
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

三

本
居
宣
長
が
見
た
遷
幸
行
列

先
に
紹
介
し
た
「
行
幸
図
」
に
描
か
れ
た
遷
幸
行
列
を
実
際
に
生
の
目
で
見
、
眼
前

を
通
過
す
る
行
列
を
記
録
し
て
い
た
人
物
が
い
た
。
か
の
本
居
宣
長
（
一
七
三
〇
～

一
八
〇
一
）
で
あ
る
。「
寛
政
二
年
庚
戌
日
記
」（『
本
居
宣
長
全
集
』
一
六
巻

筑
摩

書
房

一
九
七
四
年
）
に
は

十
一
月

廿
二

御
迁
幸
拝
見

と
あ
る
。
こ
の
時
宣
長
、
満
六
〇
歳
。
た
ま
た
ま
京
都
に
滞
在
し
て
い
た
宣
長
が
、
偶

然
に
遷
幸
行
列
に
出
く
わ
し
た
の
で
は
な
い
。
宣
長
が
松
阪
を
発
っ
た
の
は
一
一
月

一
四
日
。
こ
の
日
は
関
宿
に
泊
ま
り
、
翌
一
五
日
は
石
部
泊
。
京
都
に
入
っ
た
の
は

一
六
日
の
こ
と
。
遷
幸
の
日
、
二
二
日
ま
で
の
間
は
三
條
大
橋
東
の
伊
賀
屋
源
太
郎
な

る
家
に
逗
留
し
た
（『
本
居
宣
長
全
集
』
一
六
巻
）。
宣
長
の
遷
幸
行
列
に
立
ち
会
い
た

い
と
い
う
気
持
ち
は
『
鈴
屋
集
』
七
の
「
橘
経つ

ね
あ
き
ら
亮
に
答
へ
た
る
書
」
の
一
節
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

新に
い
み
や宮
め
で
た
く
つ
く
り
出
ら
れ
て
、
御
う
つ
ろ
ひ
の
大
御
ゆ
き
の
お
は
し
ま
す
べ

け
れ
ば
、
そ
の
を
り
は
、
か
な
ら
ず
の
ぼ
り
侍
り
て
、
い
と
も
か
し
こ
く
、
め
づ

「柳原均光日次記」による遷幸の道順
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ら
か
な
る
大
御
よ
そ
ひ
を
も
、
み
つ
ば
よ
つ
ば
の
大
殿
づ
く
り
を
も
、
を
が
み
見

奉
ら
ま
ほ
し
く
、
か
つ
は
君
に
も
見
え
奉
ら
む
と
、
今
よ
り
な
む
お
も
ひ
た
ゝ
れ

侍
る
を
、
そ
れ
は
た
来
む
年
の
う
ち
な
ど
に
は
、
い
ま
だ
し
く
や
侍
ら
ん
と
、
い

と
ま
ち
ど
ほ
な
る
こ
ゝ
ち
の
し
侍
れ
ば
、
な
ほ
君
が
伊
勢
路
の
旅
衣
を
こ
そ
、
か

へ
す
か
へ
す
も
ま
ち
奉
れ
、

と
あ
る
（『
本
居
宣
長
全
集
』
一
五
巻

筑
摩
書
房

一
九
六
九
年
）。
新
御
所
竣
工
後

に
行
わ
れ
る
は
ず
の
遷
幸
を
「
を
が
み
見
奉
ら
ま
ほ
し
」
と
、
大
そ
う
心
待
ち
に
し
て

い
る
気
持
が
表
れ
て
い
る
。

遷
幸
の
日
が
一
一
月
二
二
日
に
決
し
た
の
は
、
そ
の
月
の
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

寛
政
二
年
一
一
月
四
日
の
記
述
に
は

新
造
内
裏
遷
幸
、
内
侍
所
渡
御
、
被
立
御
帳
台
並
に
御
装
束
始
、
被
置
版
位
等
の

日
時
定
を
行
は
る
。

と
あ
る
（『
光
格
天
皇
実
録
』）。
こ
の
日
に
新
御
所
へ
の
遷
幸
が
一
一
月
二
二
日
と
決
ま
っ

た
の
は
間
違
い
な
い
。
当
時
の
儀
式
伝
奏
勧
修
寺
経
逸
の
記
録
『
新
造
内
裏
遷
幸
伝
奏

事
』（
内
閣
文
庫
）
に
よ
れ
ば
、
寛
政
二
年
一
一
月
二
日
の
記
述
に
、

一

陰
陽
頭
清
書
日
時

択
申
可
被
遷
幸
于
新
造
内
裏
日
時

今
月
廿
二
日
戊
戌
時
辰

と
あ
り
、
宮
中
内
で
遷
幸
日
が
一
一
月
二
二
日
と
決
ま
っ
た
の
は
一
一
月
二
で
あ
る
こ

と
が
判
明
す
る
。

一
一
月
四
日
以
降
に
遷
幸
日
一
一
月
二
二
日
の
情
報
が
広
く
広
報
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
遷
幸
日
の
情
報
を
得
た
宣
長
は
、
京
都
に
向
け
、
一
一
月
一
四
日
に
松
阪
を
発
っ

た
の
で
あ
る
。
遷
幸
日
の
情
報
だ
け
で
な
く
、
遷
幸
行
列
の
道
順
や
、
行
列
の
順
番
、

今
日
言
う
と
こ
ろ
の
式
次
第
、「
遷
幸
行
列
案
内
」
の
よ
う
な
も
の
が
事
前
に
配
布
さ

れ
て
い
た
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
遷
幸
行
列
を
見
物
し
た
宣
長
の
記
録
が
あ

ま
り
に
詳
細
で
あ
り
、
眼
前
を
通
過
し
て
い
く
行
列
を
見
な
が
ら
書
き
つ
け
た
メ
モ
書

き
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い
内
容
な
の
で
あ
る
。

本
居
宣
長
記
念
館
に
は
い
く
つ
か
の
寛
政
二
年
の
遷
幸
行
列
の
記
録
「
御
遷
幸
行
列
」、

「
御
行
烈
」、「
寛
政
二
年
御
遷
幸
御
行
列
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
寛
政
二

年
御
遷
幸
御
行
列
」
は
現
場
で
宣
長
が
と
っ
た
メ
モ
書
き
を
清
書
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
表
紙
に
は
墨
書
の
丁
寧
な
文
字
で

寛
政
二
年

御
遷
幸
御
行
列

十
一
月
廿
二
日

と
あ
る
。「
十
一
月
廿
二
日
」
の
下
に
は
朱
筆
で

辰
剋

伝
奏

勧
修
寺
大
納
言
正
二
位
藤
原
経
逸
卿

四
十
三

奉
行

清
閑
寺
蔵
人
改
左
中
弁
正
四
位
上
昶
定
朝
臣

廿
九

御
家
領
百
八
十
石

勧
修
寺
家
藤
原
氏
ナ
リ

と
あ
る
。
本
文
も
丁
寧
な
文
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。
他
の
二
書
が
現
場
で
急
ぎ
記
し
た
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と
思
わ
れ
る
崩
れ
た
文
字
で
あ
る
の
と
比
べ
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
行

列
で
団
を
構
成
す
る
名
称
に
は
朱
筆
で
四
角
に
囲
ん
で
お
り
、
他
書
に
は
な
い
書
き
込

み
で
あ
る
。

先
に
見
た
「
御
湯
殿
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
遷
幸
の
行
列
は
辰
刻
（
午
前
八
時
頃
）
前

に
聖
護
院
を
出
発
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
辰
刻
（
午
前
八
時
頃
）
か
ら
行
列
を

見
て
い
る
宣
長
は
、
行
列
が
出
発
す
る
聖
護
院
の
近
辺
に
陣
取
り
、
眼
前
を
通
過
す
る

行
列
の
一
部
始
終
を
見
物
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

宣
長
の
「
寛
政
二
年
御
遷
幸
御
行
列
」
で
は
、
朱
で
囲
っ
た
箇
所
が
四
四
あ
る
。
そ

れ
に
番
号
を
付
し
て
順
に
並
べ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

1
右
京
職
・
左
京
職
―
2
神
祇
官
―
3
弾
正
台
―
4
兵
部
省
―
5
民
部
省
―
6
治
部
省

―
7
式
部
省
―
8
宦
史
―
9
隼
人
司
―
10
左
衛
門
府
―
11
左
兵
衛
府
―
12
陰
陽
寮
―
13

中
務
省
―
14
内
舎
人
―
15
右
馬
寮
・
左
馬
寮
―
16
内
記
局
―
17
近
衛
代
―
18
主
鈴
―
19

右
近
衛
府
・
左
近
衛
府
―
20
近
衛
代
・
近
衛
代
―
21
府
生
・
府
生
―
22
将
曹
・
将
曹
―

23
将
監
・
将
監
―
（
鳳
輦
＝
光
格
天
皇
）
―
24
執
翳
・
執
翳
―
25
職
事
―
26
主
殿
寮
―

27
掃
部
寮
―
28
右
兵
衛
府
―
29
大
舎
人
寮
―
30
図
書
寮
―
31
内
蔵
寮
―
32
内
匠
寮
―
33

大
蔵
省
―
34
宮
内
省
―
35
典
薬
寮
―
36
内
膳
司
―
37
主
水
司
―
38
大
膳
職
―
39
大
炊
寮

―
40
造
酒
司
―
41
木
工
寮
―
42
兵
庫
寮
―
43
雅
楽
寮
―
44
右
衛
門
府

一
見
す
る
と
全
て
古
代
律
令
制
以
来
の
、
朝
廷
を
構
成
す
る
官
職
の
名
称
で
あ
る
が
、

一
つ
だ
け
官
職
名
と
は
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
八
番
目
の
「
主
鈴
」
で
あ
る
。

宣
長
は主

鈴

珍
之
朝
臣

と
記
す
。
一
八
番
目
と
な
る
主
鈴
に
つ
い
て
、
朝
廷
に
仕
え
る
珍
し
い
も
の
、
と
い
っ

た
意
味
か
。『
光
格
天
皇
実
録
』
寛
政
二
年
一
一
月
二
二
日
条
が
引
く
「
柳
原
均
光
日

次
記
」
に
も
ほ
ぼ
同
じ
行
列
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
導
者
の
次
か
ら
朝
廷
を
構
成
す
る

官
職
が
続
き
、
一
番
目
は
京
職
、
二
番
目
は
神
祇
官
、
三
番
目
は
弾
正
台
と
続
く
。
や

は
り
一
八
番
目
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
に
は

主
鈴

珍
之
朝
臣
舎
人
一
人

雑
色
二
人

と
あ
る
。「
主
鈴

珍
之
朝
臣
」
は
宣
長
の
記
述
と
同
じ
で
あ
る
。

宮
中
内
で
隠
岐
国
の
駅
鈴
が
遷
幸
行
列
に
加
わ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
の
は
先
の
『
新

造
内
裏
遷
幸
伝
奏
事
』
に
よ
れ
ば
寛
政
二
年
九
月
一
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。

や
は
り
先
に
推
定
し
た
よ
う
に
、
当
日
の
遷
幸
行
列
に
つ
い
て
、
順
番
と
構
成
を
記

し
た
式
次
第
が
事
前
に
配
布
さ
れ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。

行
列
の
一
八
番
目
と
な
っ
た
主
鈴
は
、
隠
岐
国
に
古
来
よ
り
伝
わ
っ
て
き
た
（
と
さ

れ
る
）
駅
鈴
で
あ
る
。
朝
廷
の
新
御
所
へ
の
遷
幸
と
い
う
大
イ
ベ
ン
ト
に
、
な
ぜ
隠
岐

国
の
駅
鈴
と
い
う
モ
ノ
が
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

四

駅
鈴
京
都
に
出
現

島
根
県
の
離
島
、
日
本
海
に
浮
か
ぶ
道
後
に
鎮
座
す
る
玉た
ま
わ
か
す
み
こ
と
じ
ん
じ
ゃ

若
酢
命
神
社
。
こ
こ
の
神

職
隠
岐
国
造
家
（
億
岐
家
）
に
古
代
律
令
制
以
来
伝
わ
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
の
が
、
遷

幸
行
列
に
加
わ
っ
た
駅
鈴
で
あ
る
。

隠
岐
国
の
駅
鈴
の
存
在
が
朝
廷
に
ま
で
知
ら
れ
、
寛
政
二
年
の
新
御
所
へ
の
遷
幸
行

列
に
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
経
緯
を
見
て
お
き
た
い
。
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同
時
代
の
記
録
と
し
て
並
河
一
敬
『
駅
鈴
記
』
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
ま
た
、
島
根

県
立
図
書
館
に
は
、
億
岐
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
文
書
を
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
に

島
根
県
史
編
纂
掛
が
写
し
た
も
の
が
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
億
岐
家
蔵
の
史
料

を
も
と
に
し
た
億
岐
豊
伸
『
隠
岐
国
駅
鈴
・
倉
印
の
由
来
』（
一
九
六
九
年
）
が
あ
る
。

や
や
長
く
は
な
る
が
、
史
料
紹
介
を
兼
ね
て
三
書
の
必
要
部
分
を
引
い
て
み
る
。

並
河
一
敬
『
駅
鈴
記
』

隠
岐
国
造
某
者
、
嘗
来
於
京
師
、
遊
于
望
楠
軒
西
依
先
生
之
門
、
一
日
以
其
家
累

世
所
蔵
駅
鈴
一
口
、
供
先
生
之
観
、
予
偶
在
側
、
而
得
寓
目
焉
、
熟
惟
是
器
、
古

昔天
朝
典
制
之
物
、
而
其
制
已
断
久
矣
、
以
故
世
識
之
者
稀
也
、
予
有
何
幸
而
得
観

之
乎
、
乃
模
其
形
、
以
献
之
広
幡
内
府
前
豊
公
、
公
博
雅
好
古
、
悦
而
珍
之
、
遂

以
聞
近
衛
准
后
殿
下
、
殿
下
亦
珍
之
、
且
欣
其
制
久
失
而
僅
存
、
欲
鋳
造
之
伝
於

後
来
焉
、
是
以
内
府
公
命
一
敬
、
選
工
鋳
之
、
併
撰
典
故
、
一
敬
恭
以
奉
教
、
爾

後
刀
圭
之
余
、
披
覧
之
序
、
聊
集
概
見
于
古
書
数
件
、
報
台
教
之
重
、
且
供
同
好

之
徴
考
云
、

島
根
県
立
図
書
館
蔵
億
岐
家
史
料

駅
鈴

国
造
幸
生
筆
記
云

吾
総
社
神
廟
所
蔵
鈴
二
枚
、
大
二
寸
許
、
重
壱
斤
余
鋳
成
、
駅
鈴
二
字
於
左
右
、

其
図
象
模
載
別
幅
、
世
伝
以
為
神
物
、
蓋
三
部
国
史
国
造
本
紀
等
歴
々
所
出
者
是

也
矣
、
天
明
五
年
巳
初
冬
、
余
以
叙
位
之
事
留
在
京
師
、
有
故
挈
鈴
来
、
其
明
年

夏
六
月
前
大
納
言
藤
資
枝
卿
（
日
野
）
請
視
之
、
余
乃
上
之
大
奇
而
遂
入
于
中
、

以
備
叡
覧
未
幾
投
還
焉
、
卿
且
作
和
歌
一
首
賜
之
、
余
拝
其
辱
此
叙
位
事
畢
、
并

隠岐国駅鈴（玉若酢命神社所蔵）
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帯
而
帰
国
矣
、
偶
天
明
八
年
戊
申
春
京
師
大
火
、
延
及
宮
省
殿
門
於
此
六
龍
蒼
皇
、

幸
聖
護
院
遂
御
法
親
王
之
宮
公
卿
諸
司
尽
占
刹
居
民
之
宅
以
便
行
在
所
矣
、
既
勅

百
司
命
大
匠
鳩
四
方
之
工
率
子
来
之
民
経
営
凡
三
年
新
宮
再
造
矣
、
尋
詔
公
卿
議

還
幸
之
儀
令
有
司
各
上
故
事
、
同
年
夏
六
月
従
二
位
卜
君
（
神
祇
大
副
）
差
藤
殿

下
（
鷹
司
関
白
）
之
台
命
召
臣
（
幸
生
）
令
急
赴
京
都
即
日
致
鈴
於
卜
二
位
君
許

蓋
聞
天
子
之
幸
也
、
文
章
威
儀
度
物
悉
備
矣
、
鈴
亦
以
為
軌
物
也
、
即
以
備
矣
、

既
公
卿
定
議
陰
陽
寮
卜
上
告
辰
以
同
年
冬
十
有
一
月
廿
有
二
日
還
幸
新
宮
于
斯
時

也
、
主
上
乃
御
大
鳳
輦
備
法
駕
師
群
臣
副
車
鸞
旗
鹵
簿
欣
飛
星
陳
天
行
周
行
遵
皇

閣
清
晨
発
行
在
入
御
新
宮
、
於
是
無
卒
無
裔
山
呼
萬
歳
莫
不
抃
舞
嘔
吟
也
、
明
年

辛
亥
春
三
月
下
賜
鈴
又
併
黄
金
一
枚
唐
櫃
一
事
、
…

億
岐
豊
伸
『
隠
岐
国
駅
鈴
・
倉
印
の
由
来
』（
一
九
六
九
年
）

光
格
天
皇
駅
鈴
を
御
覧
給
う

天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
隠
岐
国
造
幸
生
が
自
家
伝
来
の
駅
鈴
を
帯
同
し
て
上
京

し
た
の
が
、
世
間
に
知
ら
れ
る
端
緒
で
あ
る
。
翌
天
明
六
年
の
夏
、
そ
の
師
と
し

て
仰
い
だ
界
町
二
条
の
西
依
潭
明
（
号
成
斎
）
並
び
に
好
古
家
並
河
一
敬
に
之
を

示
し
、
研
究
調
査
を
依
頼
し
た
処
、
両
者
共
に
深
く
嘆
賞
し
、
更
に
一
敬
は
自
ら

駅
鈴
を
模
写
し
、
そ
の
珍
宝
で
あ
る
事
を
附
し
て
、
広
幡
内
府
、
近
衛
准
后
の
御

覧
に
入
れ
、
遂
に
は
此
の
両
御
方
に
よ
り
光
格
天
皇
の
天
覧
に
ま
で
供
し
奉
っ
た
。

そ
の
後
一
敬
は
広
幡
内
府
の
命
に
よ
り
後
世
に
伝
え
る
為
「
駅
鈴
記
」
一
巻
を
編

著
し
、
又
鋳
金
家
に
命
じ
て
模
鋳
駅
鈴
十
五
口
を
製
作
し
、
近
衛
准
后
は
じ
め
、

広
幡
前
内
大
臣
、
萩
原
刑
部
郷
・
花
山
院
大
納
言
・
平
松
平
時
郷
等
そ
れ
〴
〵
の

知
名
氏
に
頒
た
れ
た
記
録
が
あ
る
が
、
果
し
て
現
存
す
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

光
格
天
皇
御
下
賜
唐
櫃
（
鈴
櫃
）

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
京
都
の
街
が
大
火
に
災
い
さ
れ
、
御
所
（
土
御
門
殿
）

も
御
延
焼
し
た
。

天
皇
は
聖
護
院
を
仮
御
所
と
定
め
ら
れ
遷
御
な
さ
れ
た
が
、
三
年
後
の
寛
政
二
年

十
一
月
二
十
日
新
営
の
皇
居
に
御
還
り
遊
さ
れ
る
時
、
古
式
に
做
っ
て
鈴
櫃
を
行

列
の
中
に
御
加
え
に
成
る
事
に
な
っ
た
。

朱
塗
の
鈴
櫃
は
新
し
く
調
製
に
な
り
、
中
に
納
め
る
駅
鈴
は
先
年
国
造
幸
生
が
天

覧
に
供
し
奉
っ
た
こ
の
隠
岐
国
駅
鈴
を
用
い
さ
せ
ら
れ
る
旨
の
勅
定
を
畏
み
、
幸

生
は
再
度
帯
同
し
て
上
京
し
謹
ん
で
御
下
命
に
供
し
奉
っ
た
。

御
儀
式
の
終
了
後
、
駅
鈴
返
戻
に
当
り
御
調
度
の
鈴
櫃
に
大
判
一
枚
を
添
え
て
盛

儀
の
記
念
品
と
し
て
御
下
賜
あ
ら
せ
ら
れ
た
。

読
み
づ
ら
い
部
分
も
あ
る
が
、
こ
の
三
つ
の
記
述
か
ら
、
駅
鈴
の
「
出
現
」、
認
知
、

そ
し
て
寛
政
二
年
の
遷
幸
行
列
へ
の
参
加
を
、
時
間
軸
に
添
っ
て
整
理
し
て
み
た
い
。

天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
初
冬

隠
岐
国
造
幸さ
ち
な
り生
が
駅
鈴
を
帯
同
し
京
都
へ
上
っ
た
。

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
六
月

漢
学
者
の
西に
し
よ
り
せ
い
さ
い

依
成
斎
（
一
七
〇
二
～
一
七
九
七
）
や
、
好
古
家
の
並
河
一
敬
に
幸
生

は
駅
鈴
を
示
し
た
。
並
河
一
敬
は
駅
鈴
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
。
さ
ら
に
、
日ひ
の
す
け
き

野
資
枝

（
一
七
三
七
～
一
八
〇
一
）、
広ひ
ろ
は
た
さ
き
と
よ

幡
前
豊
（
一
七
四
二
～
一
七
八
三
）、
近こ
の
え
こ
れ
こ

衛
維
子

（
一
七
六
〇
～
一
七
八
三
）
等
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
公
家
も
駅
鈴
を
見
た
。

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
六
月
以
降

広
幡
前
豊
、
近
衛
維
子
の
仲
立
ち
に
よ
っ
て
、
光
格
天
皇
も
こ
の
駅
鈴
を
見
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
。

隠
岐
国
造
幸
生
に
対
す
る
叙
位
が
終
了
し
、
隠
岐
に
帰
る
。
広
幡
前
豊
の
命
に
よ
っ
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て
並
河
一
敬
が
『
駅
鈴
記
』
を
著
わ
す
。

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
正
月
三
〇
日

京
都
市
の
大
火
に
よ
っ
て
光
格
天
皇
は
御
所
か
ら
避
難
し
、
聖
護
院
を
仮
御
所
と
し

た
。

寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
六
月

鷹た
か
つ
か
さ
す
け
ひ
ら

司
輔
平
（
一
七
三
九
～
一
八
一
三
）
が
隠
岐
国
造
幸
生
に
対
し
て
急
ぎ
上
京
せ
よ

と
の
台
命
を
伝
え
る
。

隠
岐
家
に
は
六
月
三
日
付
の
書
状
が
あ
る
。
鈴
鹿
土
佐
守
・
鈴
鹿
近
江
守
、
鈴
鹿
筑

後
守
か
ら
隠
岐
国
造
幸
生
に
対
し
て
、
駅
鈴
も
っ
て
上
京
せ
よ
と
の
内
容
。

寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
一
一
月
二
二
日

新
御
所
へ
の
遷
幸
行
列
に

隠
岐
国
駅
鈴
（
主
鈴
）
が
加
わ
る
。

寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
三
月

隠
岐
国
造
に
対
し
て
、
黄
金
一
枚
と
駅
鈴
を
収
納
す
る
唐
櫃
が
下
賜
さ
れ
る
。

天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
に
隠
岐
国
造
幸
生
が
駅
鈴
を
持
っ
て
京
都
へ
上
っ
た
。
次

の
年
、
西
依
成
斎
を
は
じ
め
と
す
る
知
識
人
が
駅
鈴
を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
。
駅
鈴
の

情
報
は
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
公
家
に
も
伝
わ
り
、
彼
ら
も
実
見
し
た
。
実
見
し
た
公
家
を

介
し
て
光
格
天
皇
に
も
駅
鈴
の
情
報
が
伝
わ
り
、
天
皇
自
身
も
実
見
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ

た
。
そ
の
後
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
京
都
は
大
火
に
見
舞
わ
れ
、
光
格
天
皇
は

御
所
か
ら
避
難
、
聖
護
院
を
仮
御
所
と
し
た
。
三
年
後
の
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）

一
一
月
二
二
日
、
新
御
所
へ
の
遷
幸
が
行
わ
れ
、
こ
の
行
列
に
隠
岐
国
駅
鈴
が
加
わ
っ

た
。以

上
が
駅
鈴
の
出
現
か
ら
、
遷
幸
行
列
に
駅
鈴
が
加
わ
っ
た
時
間
的
流
れ
で
あ
る
。

五

光
格
天
皇
登
場

新
御
所
へ
の
遷
幸
行
列
で
、
自
身
の
乗
る
鳳
輦
の
先
導
に
隠
岐
国
の
駅
鈴
を
加
え
た

一
一
九
代
光
格
天
皇
（
一
七
七
一
～
一
八
四
〇

在
位
一
七
七
九
～
一
八
一
七
）
は
、

特
異
な
経
緯
で
位
に
つ
い
た
天
皇
で
あ
る
。

113
東
山―

114
中
御
門―

115
桜
町―

117
後
桜
町

116
桃
園―

118
後
桃
園

閑
院
宮
直
仁―

閑
院
宮
典
仁―

119
光
格―

120
仁
孝―

121
孝
明―

122
明
治―

123
大
正

か
ん
い
ん
の
み
や
な
お
ひ
と

す
け
ひ
と

系
譜
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
一
一
九
代
光
格
天
皇
は
、
一
一
八
代
後
桃
園
天
皇
と

は
直
接
的
な
親
子
関
係
や
兄
弟
関
係
は
な
い
。
後
桃
園
天
皇
か
ら
数
え
る
と
、
四
世
代

前
の
一
一
三
代
東
山
天
皇
か
ら
分
か
れ
た
傍
系
の
閑
院
宮
家
の
生
ま
れ
で
あ
る
。

一
一
八
代
後
桃
園
天
皇
（
一
七
五
八
～
一
七
七
九
）
は
、
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）

に
天
皇
位
に
つ
い
た
が
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
一
〇
月
二
九
日
、
満
二
一
歳
で
急

逝
し
て
し
ま
う
。
後
桃
園
天
皇
に
は
男
子
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
後
継
が
決
ま
る
ま
で

後
桃
園
天
皇
の
死
は
伏
せ
ら
れ
た
。
閑
院
宮
典
仁
親
王
の
第
六
子
、
満
八
歳
の
祐さ

ち
の
み
や宮（
後

に
光
格
天
皇
）
が
急
遽
後
桃
園
天
皇
の
養
子
と
な
り
、
安
永
八
年
一
一
月
二
五
日
践
祚

す
る
。

こ
の
よ
う
に
光
格
天
皇
が
天
皇
位
に
つ
い
た
事
情
は
複
雑
で
あ
っ
た
。
一
一
三
代
東

山
天
皇
か
ら
一
一
八
代
後
桃
園
天
皇
ま
で
は
直
系
で
あ
っ
た
が
、
一
一
九
代
光
格
天
皇

は
東
山
天
皇
の
第
六
子
直
仁
親
王
の
時
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
に
創
設
さ
れ
た
傍

系
の
閑
院
宮
家
出
身
で
、
直
系
の
天
皇
家
か
ら
分
か
れ
て
六
九
年
、
し
か
も
満
八
歳
の

祐
宮
（
光
格
天
皇
）
が
後
桃
園
天
皇
の
養
子
と
な
り
、
天
皇
位
を
継
い
だ
。
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天
明
六
年
（
一
七
八
六
）、
光
格
天
皇
が
駅
鈴
を
実
見
し
た
時
に
仲
立
ち
の
一
人
と
な
っ

た
の
は
近
衛
維
子
（
一
七
六
〇
～
一
七
八
三
）。
彼
女
は
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
に

後
の
後
桃
園
天
皇
と
結
婚
す
る
が
、
男
子
の
誕
生
が
な
い
ま
ま
に
後
桃
園
天
皇
が
没
し

て
し
ま
っ
た
の
で
、
満
八
歳
の
祐
宮
（
後
の
光
格
天
皇
）
を
自
身
の
養
子
と
し
て
天
皇

位
を
継
が
せ
た
人
物
で
あ
る
。

息
子
と
な
っ
た
光
格
天
皇
に
、
駅
鈴
の
情
報
を
伝
え
た
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
は
、

母
維
子
満
二
六
歳
、
光
格
天
皇
満
一
五
歳
で
あ
っ
た
。

六

復
古
を
め
ざ
し
た
光
格
天
皇

特
異
な
状
況
の
下
で
天
皇
位
に
つ
い
た
光
格
天
皇
が
成
し
た
事
蹟
に
つ
い
て
、
今
日

の
評
価
を
見
て
お
き
た
い
。

武
部
敏
夫
は
、

天
皇
は
質
性
円
満
、
質
素
を
尚
び
修
飾
を
好
ま
ず
、
こ
と
に
仁
愛
を
旨
と
し
た
の

で
、
諸
臣
は
ひ
と
し
く
敬
慕
し
て
奉
仕
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
…
（
中
略
）
…
ま

た
旧
儀
の
復
興
に
意
を
と
ど
め
、
在
位
の
間
に
石
清
水
社
・
賀
茂
社
の
臨
時
祭
の

再
興
を
見
る
に
至
っ
た
（『
国
史
大
辞
典
』
五
巻

吉
川
弘
文
館

一
九
八
五
年
）。

と
光
格
天
皇
を
評
す
る
。

藤
田
覚
は
、

学
問
好
き
の
天
皇
だ
っ
た
ら
し
く
、
天
明
八
（
一
七
八
八
）
年
十
月
に
、
後
桜
町

院
は
、
天
皇
が
学
問
好
き
な
の
を
称
揚
し
、
公
家
た
ち
も
天
皇
を
見
習
っ
て
熱
心

に
学
問
す
る
よ
う
に
と
勧
奨
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
さ
き
の
『
小
夜
聞
書
』
に

も
、「
殊
に
御
学
文
を
好
ま
せ
給
い
、
わ
が
国
に
歌
道
、
ま
た
有
職
の
道
に
御
心

を
つ
く
さ
せ
給
い
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
世
間
に
も
知
ら
れ
た
好
学
の
天
皇
で
あ
っ

た
。

と
述
べ
る
（『
幕
末
の
天
皇
』
講
談
社
学
術
文
庫

五
六
頁
）。

ま
た
藤
田
は
、

光
格
天
皇
は
正
直
に
言
っ
て
、
よ
く
分
ら
な
い
人
物
で
あ
る
。
光
格
天
皇
は
前
天

皇
（
後
桃
園
天
皇
）
の
子
供
で
は
な
か
っ
た
。
閑
院
宮
家
と
い
う
新
井
白
石
の
意

見
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
新
し
い
宮
家
か
ら
出
て
、
安
永
八
（
一
七
七
九
）
年
に
養

子
と
な
っ
て
天
皇
を
継
い
だ
、
い
わ
ば
傍
系
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
ど
う
し
て
も

幕
府
か
ら
軽
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
女
性
の
先
々

代
の
天
皇
、
後
桜
町
院
が
心
配
し
、
一
所
懸
命
学
問
を
す
る
よ
う
指
導
し
た
。
そ

の
た
め
光
格
天
皇
は
学
問
を
よ
く
し
、
若
い
公
家
を
集
め
て
は
四
書
五
経
や
儒
学

の
勉
強
会
を
開
い
た
。
こ
う
い
っ
た
事
情
も
あ
り
、
光
格
天
皇
は
、
天
皇
は
こ
う

あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
理
念
を
強
く
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

と
も
評
し
て
い
る
（『
近
世
天
皇
論
』
清
文
堂
出
版
社

一
四
八
頁
）。

傍
系
の
家
柄
か
ら
天
皇
の
養
子
と
な
っ
た
か
た
ち
を
と
り
、
天
皇
位
に
つ
い
た
光
格

天
皇
に
は
、
歴
史
を
背
負
う
帝
王
と
し
て
の
英
才
教
育
が
な
さ
れ
た
。

盛
田
帝
子
は
、
幼
少
の
光
格
天
皇
に
対
す
る
教
育
に
つ
い
て
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天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
一
月
十
日
、
元
服
を
終
え
た
光
格
天
皇
は
後
桜
町
院
に

自
ら
詠
ん
だ
和
歌
を
提
出
し
教
え
を
仰
い
だ
。
こ
の
と
き
十
一
歳
。
即
位
後
は
じ

め
て
の
「
御
代
始
」
と
呼
ば
れ
る
禁
中
に
お
け
る
和
歌
御
会
始
を
二
週
間
後
（
二
十
四

日
）
に
控
え
て
い
た
。
歴
代
の
天
皇
が
そ
う
し
て
歌
の
力
を
つ
け
て
い
っ
た
よ
う

に
、
光
格
天
皇
も
、
新
た
に
作
品
を
詠
出
す
る
ご
と
に
後
桜
町
院
に
添
削
を
受
け
、

修
練
を
積
ん
だ
。
…
（
中
略
）
…
後
桜
町
院
に
和
歌
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
内

裏
で
は
さ
ら
に
、
光
格
天
皇
の
和
歌
を
鍛
錬
す
る
た
め
の
特
別
な
歌
会
が
始
ま
っ

た
。

と
、
光
格
天
皇
に
対
す
る
帝
王
教
育
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（『
近
世
雅
文
壇

の
研
究
』
汲
古
書
院

二
〇
一
三
年

五
四
頁
）。

そ
し
て
、

天
明
・
寛
政
期
に
光
格
天
皇
が
目
指
し
た
古
き
良
き
時
代
へ
の
精
神
は
、
京
都
市

中
に
も
ゆ
き
わ
た
り
、
街
に
は
復
古
的
気
分
が
か
も
し
だ
さ
れ
て
い
た
。

と
、
光
格
天
皇
が
発
す
る
空
気
が
街
に
流
れ
出
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
（『
近
世
雅

文
壇
の
研
究
』
五
九
頁
）。

そ
れ
で
は
光
格
天
皇
が
成
し
た
復
古
的
と
思
わ
れ
る
事
蹟
を
年
譜
的
に
確
認
し
て
お

き
た
い
。

安
永
一
〇
年
（
一
七
八
一
）
正
月
三
〇
日
（『
光
格
天
皇
実
録
』）

「
大
日
本
国
大
王
」
を
自
称
。

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
満
一
五
歳

光
格
天
皇
、
隠
岐
国
駅
鈴
を
見
る
。

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
一
一
月
一
日

冬
至

一
四
四
九
年
以
来
途
絶
え
て
い
た
「
朔
旦
冬
至
の
旬
」
を
再
興
。

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
一
一
月
二
一
日

一
七
七
八
年
以
来
中
断
し
て
い
た
新
嘗
祭
を
再
興
。

天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
一
一
月
二
七
日

大
嘗
祭
挙
行
。
大
嘗
祭
は
戦
国
時
代
を
通
じ
て
行
わ
れ
ず
一
六
八
七
年
に
再
興
さ
れ

た
が
、「
貞
享
以
来
の
形
よ
ろ
し
か
ら
ず
、
貞
観
・
延
喜
な
ど
の
式
の
ご
と
く
作
進

し
か
る
べ
き
」
古
代
の
形
に
せ
よ
と
言
う
。

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
正
月
三
〇
日

満
一
七
歳

御
所
、
京
都
の
大
火
で
焼
失
。
聖
護
院
を
仮
御
所
と
す
る
。

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
四
月
四
日

朝
廷
側
の
意
見
と
し
て
、
御
所
を
復
古
的
に
造
営
す
る
こ
と
が
光
格
天
皇
、
関
白
鷹

司
輔す
け
ひ
ら平
、
左
大
臣
一
条
輝
良
の
レ
ベ
ル
で
合
意
さ
れ
る
。

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
一
一
月
頃

朝
廷
が
作
製
し
た
図
面
ど
お
り
に
御
所
を
再
建
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
一
一
月
二
二
日

満
一
九
歳

新
御
所
完
成
。
還
幸
行
列
に
隠
岐
国
駅
鈴
加
わ
る
。

寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
一
二
月
二
一
日

「
新
宮
（
所
）
の
旬
」（
新
御
所
を
祝
う
宴
会
）
が
再
興
さ
れ
る
。

寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）

幕
府
に
相
談
す
る
こ
と
な
く
、
新
嘗
祭
を
行
う
神
殿
・
神
嘉
殿
が
御
所
内
に
再
興
さ

れ
る
。

寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
一
〇
月
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内
裏
に
火
災
そ
の
他
の
災
厄
が
降
り
か
か
ら
な
い
よ
う
に
と
祈
る
大
お
お
と
が
い殿
祭
を
再
興
。

寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
一
一
月

新
造
さ
れ
た
神
嘉
殿
に
行
幸
し
て
新
嘗
祭
を
親
祭
。

享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
三
月

伊
勢
神
宮
へ
臨
時
奉
幣
使
と
し
て
公
卿
を
派
遣
。
辛
酉
年
の
公
卿
勅
使
派
遣
は

一
二
六
一
年
を
最
後
に
中
断
し
て
い
た
。

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）

太
政
官
印
（
外
印
）
が
再
興
さ
れ
る
。

文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
三
月
一
五
日

一
四
三
二
年
以
来
中
断
し
て
い
た
石
清
水
八
幡
の
臨
時
祭
祀
を
再
興
。

文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
一
一
月

応
仁
の
乱
（
一
四
六
七
～
）
頃
か
ら
中
断
し
て
い
た
賀
茂
社
の
臨
時
祭
祀
を
再
興
。

文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
三
月
二
二
日

満
四
六
歳

子
の
恵
仁
親
王
（
の
ち
の
仁
孝
天
皇
）
に
譲
位
し
、
上
皇
と
な
る
。

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
頃

『
日
本
書
紀
』
講
読
会
を
始
め
る
。

天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
一
一
月
一
三
日

『
続
日
本
紀
』
講
読
会
。
天
保
一
三
年
末
に
終
了
。『
日
本
後
紀
』
講
読
会
に
続
く
。

天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
一
一
月
一
九
日

満
六
九
歳
に
て
没
す
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
光
格
天
皇
は
諸
氏
の
評
す
る
と
お
り
、
古
代
律
令
制
の
朝
廷

の
姿
を
再
現
・
再
興
し
よ
う
と
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
が
見
て
も
明
ら
か
で
あ

る
。

七

歴
史
の
流
れ
を
変
え
た
モ
ノ

古
代
律
令
制
へ
の
復
古
を
め
ざ
し
た
光
格
天
皇
。
何
が
彼
を
そ
の
よ
う
な
方
向
に
向

わ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

傍
系
の
家
の
生
ま
れ
な
が
ら
、
突
然
の
事
情
に
よ
っ
て
、
満
八
歳
の
身
で
天
皇
位
に

つ
か
さ
れ
た
光
格
天
皇
。
周
囲
は
皇
統
を
背
負
う
第
一
一
九
代
の
帝
王
に
育
て
る
べ
く

幼
少
の
時
か
ら
帝
王
教
育
を
行
っ
た
。
先
に
述
べ
た
和
歌
の
教
育
だ
け
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
を
始
め
と
す
る
正
史
を

通
じ
て
の
歴
史
教
育
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

帝
王
学
が
注
入
さ
れ
な
が
ら
の
光
格
天
皇
が
、
満
一
五
歳
の
年
、
天
明
六
年

（
一
七
八
六
）
に
隠
岐
国
の
駅
鈴
に
遭
遇
し
た
こ
と
が
彼
の
人
生
観
、
世
界
観
、
日
本

国
の
統
治
者
と
し
て
日
本
国
の
あ
る
べ
き
形
に
つ
い
て
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
で

あ
ろ
う
。
自
ら
が
頂
点
に
立
つ
、
立
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
日
本
国
に
、
古
代
天
皇
制

の
駅
鈴
が
、
実
在
の
モ
ノ
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
光
格
天
皇
は
知
っ
た
。
駅
鈴

は
天
皇
が
日
本
全
域
を
支
配
す
る
た
め
に
、
天
皇
と
各
国
を
結
び
つ
け
た
モ
ノ
で
あ
っ

た
。
帝
王
と
し
て
の
教
育
を
受
け
て
い
る
最
中
に
、
光
格
天
皇
は
駅
鈴
と
い
う
古
代
天

皇
制
と
直
結
す
る
モ
ノ
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
。
自
ら
が
頂
点
に
立
つ
日
本
国
の
歴
史

が
、
途
絶
え
る
こ
と
な
く
連
綿
と
続
い
て
い
る
こ
と
を
強
烈
に
認
識
、
自
覚
し
た
に
違

い
な
い
。

天
明
六
年
に
駅
鈴
の
存
在
を
知
っ
た
後
、
不
幸
に
し
て
二
年
後
の
天
明
八
年
に
御
所

が
焼
失
し
ま
う
。
新
た
に
成
っ
た
御
所
は
、
朝
廷
側
の
強
い
意
見
に
よ
り
、
古
代
王
朝

風
の
姿
に
復
元
さ
れ
た
。
こ
こ
へ
の
遷
幸
は
、
古
代
以
来
の
朝
廷
が
現
存
し
、
し
か
も

朝
廷
が
現
実
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
市
中
に
知
ら
し
め
る
た
め
の
大
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
行
わ
れ
た
。
古
代
以
来
の
朝
廷
が
今
日
ま
で
連
続
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
す
る
唯
一
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の
物
証
が
隠
岐
国
の
駅
鈴
で
あ
っ
た
。
古
代
を
再
現
・
再
興
す
る
た
め
に
、
光
格
天
皇

は
自
ら
の
先
導
と
し
て
駅
鈴
を
行
列
に
加
え
た
の
で
あ
る
。

古
代
か
ら
連
続
し
て
い
る
歴
史
を
自
覚
し
た
光
格
天
皇
は
、
中
断
し
て
い
た
い
く
つ

も
の
儀
式
を
復
活
さ
せ
た
。
満
四
六
歳
で
退
位
し
た
後
も
、『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』

の
講
読
会
を
行
っ
た
り
も
し
た
。

復
古
的
と
評
さ
れ
る
光
格
天
皇
。
そ
の
後
の
討
幕
、
明
治
維
新
と
い
う
歴
史
の
流
れ

の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
光
格
天
皇
、
と
い
う
見
方
は
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

光
格
天
皇
が
こ
の
よ
う
な
大
き
な
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
歴
史
の
必
然
と
か
、
時

代
の
要
請
と
か
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
言
葉
で
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

光
格
天
皇
の
世
界
観
、
歴
史
観
、
国
家
観
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
手
の

ひ
ら
に
乗
る
小
さ
な
鈴
、
隠
岐
国
の
駅
鈴
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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A Consideration of the influence of Oki Province Ekirei bells on 
Emperor Kokaku

ITO Jun 

In 1786 Emperor Kokaku (1771-1840) observed 7th century ekirei bells which had been handed down and preserved in Oki 

Province (Islands). Ekirei (lit, station bell) is a bell provided by the Imperial Court to government officials who traveled on 

official business under the ritsuryosystem of ancient Japan, and worked as a symbol to virtually connect the Emperors and 

the provinces.This lead to Kokaku’srealization that Japan had a longand continuous history that stretched from 7th century. 

In 1788 his Imperial palace in Kyoto was burned down andthe new palace was built in the ancient style.A ceremony was 

held on the 22nd of November, 1790, to mark the move to the new palace and the procession was carried out in an ancient 

style, along with the use of Oki ekireis during the ceremony. 

Today, it is understood that Emperor Kokaku fostered restorationism, and founded the movement to return Japan to society 

ruled by the Imperial court and the Emperor rather than the shogunate. However, the change can (and should) not be simply 

explained as one of “inevitabilities of history” nor a “necessity of the time”.

It was Oki Ekirei, connecting ancient times to that of the Emperor Kokaku, which changed his mindset and view of the 

world, history and state.
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